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事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くず
に係る廃棄物の区分について（意見具申（案 ）の概要）

１．木くずに係る廃棄物の区分の見直しについて
(1)木製パレット

木製パレットについては、多種多様な業種から全体として少なくない量が
恒常的に排出されており、また、市町村における処理困難性も認められるこ
とから、業種を限定することなく、産業廃棄物として区分することとする。
また、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても、併せ
て産業廃棄物として区分することとする。

(2)木製家具・器具類
木製家具・器具類については、リース業からまとまって排出され、市町村

における処理困難性も認められることから、リース業から排出されるものに
ついて、産業廃棄物として区分することとする。

(3)その他の木くず
剪定枝・伐採木、流木などのその他の木くずについては、総じて、市町村

責任の下で、一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っており、また、
排出事業者の意見をも勘案すると、引き続き、一般廃棄物として区分するこ
とが適当である。

２．木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い考慮すべき事項
(1)処理体制の整備等について

木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い、処理の現場が混乱しないよう
に十分な周知期間を設けるほか、処理体制の確保のために必要な措置を講じ
ることが適当である。

(2)排出抑制、再生利用等の促進について
今回の検討対象となった木製パレットの排出抑制及び再使用をすすめるた

め、日本工業規格（ＪＩＳ）や国際標準化機構（ＩＳＯ）規格を満たしたパ
レットの複数事業者による共同利用や、修理されたパレットの利用促進を図
ることが有効である。また、木くずの再生利用又は熱回収を促進するために
は、区分の見直しとは別に、引き続き、適切な促進策を講じていく必要があ
る。

３．その他
(1)廃棄物の区分を排出事業者の選択制とすることについて

廃棄物の区分を排出事業者の選択に委ねるとすることは、処理責任の所在
があいまいになること、行政による監督等が困難となることなどから、適当
ではない。

(2)産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が処理すること
について
産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が処理すること

については、一般廃棄物について市町村が処理責任を有しているにもかかわ
らず、市町村が許可や委託を通じて指導監督を行うことができない者に処理
を行わせることとなるため、適正処理の確保の観点から適当ではない。


